
 

令和８年６月 16 日 

国  税  庁 

 

「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限のお知らせはがき」 

の印字内容に係る記載誤りについて 

 

平素より、税務行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

国税庁では、令和８年６月 12 日（金）に、源泉所得税及び復興特別所得税の納期

限の特例を受けておられる納税者の方向けに、具体的な納付期限をお知らせするはが

き（以下「お知らせはがき」といいます。）を郵送したところです。 

今般、そのうち一部の方について、印字した宛名に誤りがあることが判明し、現在、

事実関係について確認を行っております。 

 詳細については、事実関係が確認でき次第、改めてホームページにてお知らせいた

します。 

 なお、お知らせはがきにおいて案内している、納付の対象となる源泉所得税及び復

興特別所得税の「支払期間」及び「納付期限」は、以下のとおりです。 

 

【支払期間】 令和８年１月 から 令和８年６月 まで 

【納付期限】 令和８年７月 10 日 

 

対象となる納税者の方におかれましては、ご心配をお掛けしましたことをお詫び申

し上げます。 
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